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岡三にいがた証券の約款集」の改正内容  

（新旧対照表） 
 

 

以下のとおり、2023年1月10日付にて「岡三にいがた証券の約款集」を一部改正いたします。 

 

 

岡三にいがた証券の証券総合取引約款               （下線部分変更） 

新 旧 

 

第１章 証券総合取引 

 

第２条 証券総合取引の利用 

（１）    （  現行どおり ） 

（２）お客様は、上記（１）の⑨の取引について

は、次の①から②に掲げる取扱方法によりご利

用いただけます。 

       （ 削  除 ） 

 

  ① 有価証券、その他当社において取扱う証

券から発生する配当金・利金・分配金で第

２章に定める日本 MRF（マネー・リザーブ・

ファンド）（以下「日本 MRF」といいます。）

を自動取得する方法 

  ②  外国株式の配当金、外国債券の利金及び

外国投資信託の分配金（いずれも外国通貨

で表示されるもの）を外貨建 MMF（マネー・

マネージメント・ファンド）へ入金する方

法 

 

第２章 証券総合口座サービスの利用 

 

第６条 契約の解除、届出事項の変更等及び免

責事項 
  第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

 

第３章 日本 MRF（マネー・リザーブ・ファンド）

の契約 

 

第２条 申込方法 

（１）～（２） （ 現行どおり ） 

（３）    （ 削  除 ） 

 

 

 

第４条 取得時期・価額 

 

第１章 証券総合取引 

 

第２条 証券総合取引の利用 

（１）   （ 省  略 ） 

（２）お客様は、上記（１）の⑨の取引について

は、次の①から③に掲げる取扱方法によりご利

用いただけます。 

  ① 利金・分配金専用 MRF（マネー・リザー

ブ・ファンド）へ入金する方法 

  ② 第２章に定める日本 MRF（マネー・リザ

ーブ・ファンド）（以下「日本 MRF」とい

います。）を自動取得する方法 

 

 

  ③ 外国株式の配当金、外国債券の利金及び

外国投資信託の分配金（いずれも外国通

貨で表示されるもの）を外貨建 MMF（マ

ネー・マネージメント・ファンド）へ入

金する方法 

 

第２章 証券総合口座サービスの利用 

 

第６条 契約の解除、届出事項の変更等及び免

責事項 
  第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

 

第３章 日本 MRF（マネー・リザーブ・ファンド）

の契約 

 

第２条 申込方法 

（１）～（２） （ 省  略 ） 

（３）上記（１）に基づき口座を開設した場合に

は、証券総合口座開設のご案内を遅滞なく送付

します。 

 

第４条 取得時期・価額 
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新 旧 

（１）～（２） （ 現行どおり ） 

（３）申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場

合において、申込日の翌営業日の前日の基準価

額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）

を下回ったときは、上記（１）及び（２）の規

定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初

に、取得に係る基準価額（営業日の前日の基準

価額）が当初設定時の１口の元本価額（１口＝

１円）に復した計算日の基準価額により、原則、

当該計算日の翌日に、日本ＭＲＦをお客様に代

わって取得します｡ 

 

第７条 返還 

（１）   （ 現行どおり ） 

    （ 削  除 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）返還請求の対象は本契約の解約の場合を除

き、元本部分のみとし、果実の返還は行いませ

ん｡ 

 

 

 

 

（３）上記（１）の請求及び返還は、所定の手続

きによってこれを行うものとします。 

 

 

第１１条 契約の解除及び届出事項の変更等 

  第 12章第１条、第２条、第４条及び第５条の

各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第４章 有価証券の保護預り取引 

 

第１８条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第１９条 個人情報等の取扱い 

米国政府及び日本政府からの要請により、当

社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

（１）～（２） （ 省  略 ） 

（３）申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場

合において、申込日の翌営業日の前日の基準価

額が当初設定時の１口の元本価額（１口＝１円）

を下回ったときは、上記（１）及び（２）の規

定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初

に、取得に係る基準価額（営業日の前日の基準

価額）が当初設定時の１口の元本価額（１口＝

１円）に復した計算日の基準価額により､当該計

算日の翌日に、日本ＭＲＦをお客様に代わって

取得します｡ 

 

第７条 返還 

（１）    （ 省  略 ） 

（２）当社の取扱店が相応の事由があると認めた

場合、お客様は上記（１）の返還方法の他、買

取請求の方法により金銭の返還を受けることが

できます｡ 

  この場合、当該請求に係る日本ＭＲＦについ

ては、買取請求日前日の基準価額をもって当該

日本ＭＲＦを買取り、以下に定める買取りによ

る返還金額の引渡しをもって返還に代えるもの

とします。 

 

 買取りによる返還金額 ＝ 買取請求日前日の基

準価額 × 買取口数 

 （３）返還請求の対象は本契約の解約の場合を除

き、元本部分のみとし、果実の返還は行いませ

ん｡ 

  ただし、第６条の（１）に基づき最終営業日

に元本に繰入れられた再投資口数に相当する部

分については、当該最終営業日の翌営業日以降

に返還請求を行えるものとします。 

（４）上記（１）及び（２）の請求及び返還は、

所定の手続きによってこれを行うものとし、取

扱店においてお客様に返還いたします。 

 

第１１条 契約の解除及び届出事項の変更等 

  第 12章第１条及び第２条の各規定は、本章に

おいてこれを準用します。 

 

第４章 有価証券の保護預り取引 

 

第１８条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

  第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

（ 新  設 ） 
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新 旧 

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局にお

ける課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供

することがありますが、この約款の定めにより、

お客様の当該情報が米国税務当局へ提供される

ことについて同意していただいたものとして取

り扱います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制

度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ

ブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repo

rt.pdf）に掲載しておりますのでご参照くださ

い。また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対

応する個人情報保護のための措置を全て講じて

います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人

又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の

適用上、適用外受益者として扱われる者を除

きます。） 

 

第５章 株式等振替決済取引 

 

第４５条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第４６条 個人情報の取扱い 

（１）お客様の個人情報（氏名、住所、生年月日、

法人の場合における代表者の役職氏名、その他機

構が定める事項。以下同じ。）の一部又は全部が、

法令に定める場合のほか、機構の業務規定に基づ

くこの約款の各規定により、機構及び機構を通じ

て振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を

通じて他の口座管理機関（以下「機構等」といい

ます。）に提供されることがありますが、この約

款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提

供されることについて同意していただいたもの

として取扱います。 
 

（２）米国政府及び日本政府からの要請により、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 株式等振替決済取引 

 

第４５条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

  第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

第４６条 個人情報の取扱い 

  お客様の個人情報（氏名、住所、生年月日、

法人の場合における代表者の役職氏名、その他機

構が定める事項。以下同じ。）の一部又は全部が、

法令に定める場合のほか、機構の業務規定に基づ

くこの約款の各規定により、機構及び機構を通じ

て振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を

通じて他の口座管理機関（以下「機構等」といい

ます。）に提供されることがありますが、この約

款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提

供されることについて同意していただいたもの

として取扱います。 

 

（ 新  設 ） 
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新 旧 

当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局におけ

る課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務

当局が指定する情報）を米国税務当局に提供する

ことがありますが、この約款の定めにより、お客

様の当該情報が米国税務当局へ提供されること

について同意していただいたものとして取り扱

います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制度

に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサ

イト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repor

t.pdf）に掲載しておりますのでご参照ください。

また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、ＯＥ

ＣＤプライバシーガイドライン８原則に対応す

る個人情報保護のための措置を全て講じていま

す。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人又

はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の適

用上、適用外受益者として扱われる者を除きま

す。） 

 

第６章 国債振替決済取引 

 

第１４条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します 

。 

第１５条 個人情報等の取扱い 

米国政府及び日本政府からの要請により、当

社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局にお

ける課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供

することがありますが、この約款の定めにより、

お客様の当該情報が米国税務当局へ提供される

ことについて同意していただいたものとして取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 国債振替決済取引 

 

第１４条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

   

（ 新  設 ） 
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新 旧 

り扱います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制

度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ

ブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repo

rt.pdf）に掲載しておりますのでご参照くださ

い。また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対

応する個人情報保護のための措置を全て講じて

います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人

又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の

適用上、適用外受益者として扱われる者を除

きます。） 

 

第７章 一般債振替決済取引 

 

第１６条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第１８条 個人情報等の取扱い 

米国政府及び日本政府からの要請により、当

社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局にお

ける課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供

することがありますが、この約款の定めにより、

お客様の当該情報が米国税務当局へ提供される

ことについて同意していただいたものとして取

り扱います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制

度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ

ブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repo

rt.pdf）に掲載しておりますのでご参照くださ

い。また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対

応する個人情報保護のための措置を全て講じて

います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 一般債振替決済取引 

 

第１６条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

（ 新  設 ） 
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又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の

適用上、適用外受益者として扱われる者を除

きます。） 

 

第８章 短期社債等振替決済取引 
 

第１４条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第１５条 個人情報等の取扱い 

米国政府及び日本政府からの要請により、当

社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局にお

ける課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供

することがありますが、この約款の定めにより、

お客様の当該情報が米国税務当局へ提供される

ことについて同意していただいたものとして取

り扱います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制

度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ

ブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repo

rt.pdf）に掲載しておりますのでご参照くださ

い。また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対

応する個人情報保護のための措置を全て講じて

います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人

又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の

適用上、適用外受益者として扱われる者を除

きます。） 

 

 

第９章 投資信託受益権振替決済取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 短期社債等振替決済取引 

 

第１４条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

（ 新  設 ） 
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第１５条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 

 

第１６条 個人情報等の取扱い 

米国政府及び日本政府からの要請により、当

社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として以下の①、

②又は③に該当する場合及び該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局にお

ける課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供

することがありますが、この約款の定めにより、

お客様の当該情報が米国税務当局へ提供される

ことについて同意していただいたものとして取

り扱います。 

なお、米国における個人情報の保護に関する制

度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ

ブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_repo

rt.pdf）に掲載しておりますのでご参照くださ

い。また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対

応する個人情報保護のための措置を全て講じて

います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人

又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質

的支配者となっている非米国法人又はその他

の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融

機関（米国内国歳入法 1471条及び 1472条の

適用上、適用外受益者として扱われる者を除

きます。） 

 

第１０章 投資信託の累積投資取引 

 

第１条 本章の趣旨 

  本章は、お客様と当社との投資信託の累積投

資取引に関する取決めです。本章の規定に従っ

て投資信託の累積投資契約（以下「契約」とい

います。）をお客様と締結し、総合口座開設時に

自動で口座開設されます。 

 

第４条 金銭の払込み 

   お客様は、指定投資信託の買付けにあてるた

め、随時その代金（以下「払込金」といいます。）

 

第９章 投資信託受益権振替決済取引 

 

第１５条 契約の解除、届出事項の変更等及び

免責事項 

第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 投資信託の累積投資取引 

 

第１条 本章の趣旨 

  本章は、お客様と当社との投資信託の累積投

資取引に関する取決めです。当社は、本章の規

定に従って投資信託の累積投資契約（以下「契

約」といいます。）をお客様と締結します。 
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をそのコースに払込むことができます。 

 

 

 

第９条 契約の解除、届出事項の変更等及び免

責事項 

第１２章第１条、第２条、第４条及び第５条

の各規定は、本章においてこれを準用します。 
 

第１１章 国内外貨建債券取引 

 

第７条 免責事項 

  第１２章第４条及び第 5条の規定は、本約款

においてこれを準用します。 

 

第１２章 雑 則 
 

第５条 お客様が債務を履行されない場合の取

扱い 

（１）国内の金融商品取引所の開設する金融商品

市場における有価証券の売買等の取引に関し

て、お客様が当社の定める時限までに、売付有

価証券又は買付代金の全部を当社に交付しない

ときには、当社は該当する金融商品取引所の受

託契約準則に基づき、任意に当該売買等の取引

を決済するために、お客様の計算において反対

売買の措置をとることができるものとします。 

（２）上記（１）の取引以外の非上場債券、非上

場投資信託等の取引に関して、お客様が当社の

定める時限までに、売付有価証券又は買付代金

の全部を当社に交付しないときには、当社は任

意に当該売買等を解除する措置又はお客様の計

算において反対売買の措置をとることができる

ものとします。 

（３）当社は、上記（１）及び（２）の反対売買

又は売買等の解除により当社が損害を被った場

合又はその他にお客様が履行されない債務があ

る場合、お客様が当社に預託する金銭及び有価

証券をもって、その損害の賠償や債務の返済に

充当し、なお不足があるときは、その不足額の

支払をお客様に対し請求できるものとします。

なお、お客様が当社に預託する金銭が円貨以外

の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断

したときには、当該損害や債務の返済の充当を

行う日の当社が定める為替レートにより円貨に

換えて充当できるものとし、充当が必要な通貨

が円貨以外の場合も同様とします。 

（４）お客様が上記（１）から（３）に該当して

いる場合には、当社はお客様からの新たなご注

文に応じないときがあります。 

第６条 この約款の変更 

第４条 金銭の払込み 

   お客様は、指定投資信託の買付けにあてるた

め、随時その代金（以下「払込金」といいます。）

をそのコースに払込むことができます。ただし、

第１回目の払込金は、これを各コースのお申込

みのときに払込むものとします。 

 

第９条 契約の解除、届出事項の変更等及び免

責事項 

第１２章第１条、第２条及び第４条の各規定

は、本章においてこれを準用します。 

 

第１１章 国内外貨建債券取引 

 

第７条 免責事項 

  第１２章第４条の規定は、本約款においてこ

れを準用します。 

 

第１２章 雑 則 

 

（ 新  設 ） 
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（ 現行どおり ） 

 

第７条 その他 

（ 現行どおり ） 

以 上  

 

 

 

第５条 この約款の変更 

（ 省  略 ） 

 

第６条 その他 

（ 省  略 ） 

以 上 

 

外国証券取引口座約款                      （下線部分変更） 

新 旧 

第 ３２ 条 個人データの第三者提供に関する

同意 

 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各

号に定める者に対し、当該申込者の個人データ

（住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外

国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範

囲に限る。）が提供されることがあることに同意

するものとします。 

① 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の

果実に対し我が国以外において課せられる源泉

徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付そ

の他の手続を行う場合 

  当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機

関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受

けた者 

② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の

配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我

が国以外において課せられる源泉徴収税に係る

軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を

行う場合 

  当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機

関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又

はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた

者 

③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係

る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他

の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引

所等の定める規則（以下「法令等」という。）に

基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使

若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供

又は広報活動等を行う上で必要となる統計デー

タの作成を行う場合 

  当該外国証券の発行者若しくは保管機関又

は当該預託証券に表示される権利に係る外国証

券の発行者若しくは保管機関 

④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融

商品市場の監督当局（当該監督当局の認可を受

第 ３２ 条 個人データの第三者提供に関する

同意 

 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各

号に定める者に対し、当該申込者の個人データ

（住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外

国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範

囲に限る。）が提供されることがあることに同意

するものとします。 

① 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の

果実に対し我が国以外において課せられる源泉

徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付そ

の他の手続を行う場合 

  当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機

関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受

けた者 

② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の

配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我

が国以外において課せられる源泉徴収税に係る

軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を

行う場合 

  当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機

関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又

はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた

者 

③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係

る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他

の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引

所等の定める規則（以下「法令等」という。）に

基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使

若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供

又は広報活動等を行う上で必要となる統計デー

タの作成を行う場合 

  当該外国証券の発行者若しくは保管機関又

は当該預託証券に表示される権利に係る外国証

券の発行者若しくは保管機関 

④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融

商品市場の監督当局（当該監督当局の認可を受
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けた自主規制機関を含む。以下この号において

同じ。）が､マネー・ローンダリング、証券取引

に係る犯則事件又は当該金融商品市場における

取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法

令等に基づく調査を行う場合 

  当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外

国証券業者又は保管機関 

 

２ 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請

により、当社が申込者について、外国口座税務

コンプライアンス法（以下「FATCA」という。)

上の報告対象として、次の各号のいずれかに該

当する場合及び該当する可能性があると判断す

る場合、米国税務当局における課税執行のため、

申込者の情報（氏名/名称、住所/所在地、米国

納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生

した所得の額、その他米国税務当局が指定する

情報）が米国税務当局へ提供されることがある

ことに同意するものとします。なお、米国にお

ける個人情報の保護に関する制度に関する情報

は、個人情報保護委員会のウェブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.

pdf）に掲載しておりますのでご参照ください。

また、米国税務当局（ＩＲＳ）においては、Ｏ

ＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対応

する個人情報保護のための措置を全て講じてい

ます。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人又

はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質的

支配者となっている非米国法人又はその他の組

織 

③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関

（米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、  

適用外受益者として扱われる者を除く。） 

以 上 

けた自主規制機関を含む。以下この号において

同じ。）が､マネー・ローンダリング、証券取引

に係る犯則事件又は当該金融商品市場における

取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法

令等に基づく調査を行う場合 

  当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外

国証券業者又は保管機関 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

「らくらくネット情報便」（電子交付サービス）取扱約款       （下線部分変更） 

新 旧 

「らくらくネット情報便」（電子交付サービス）

取扱約款 

 

第 １ 条 約款の趣旨 

  この約款は、岡三にいがた証券株式会社（以

下「当社」といいます。）が第２条で規定する書

面（以下「対象書面」といいます。）の交付等に

代えて、対象書面に記載すべき事項（以下「記

載事項」といいます。）を、電子情報処理組織（お

客様の使用に係るコンピューター等と当社の使

「らくらくネット情報便」取扱約款 

 

 

第 １ 条 約款の趣旨 

  この約款は、岡三にいがた証券株式会社（以

下「当社」といいます。）が第２条で規定する書

面（以下「対象書面」といいます。）の交付等に

代えて、対象書面に記載するべき事項（以下「記

載事項」といいます。）を、電子情報処理組織（お

客様の使用に係るコンピューター等と当社の使
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用に係るコンピューター等とを電気通信回線等

で接続した情報処理システムをいいます。）を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法（以下「電磁的方法」といいます。）により、

お客様に提供するサービス（お客様から電磁的

方法により受入れる場合を含みます。）及び第３

条で規定するインターネット照会サービス（以

下２つのサービスを合わせ、「らくらくネット

情報便」といいます。）について、お客様と当社

との間の権利義務関係を明確にすることを目的

とするものです。 

 

第 ３ 条 インターネット照会サービス 

 「らくらくネット情報便」の契約により、当社

が定める範囲内でインターネット照会サービス

が利用できます。 

  なお、インターネット照会サービス内容の変

更等については、当社ホームページへの掲載に

よりお客様にお知らせします。 

 

第 ４ 条 サービスのご利用 

（１）お客様が「らくらくネット情報便」を申込

む場合は、この約款の内容を承諾のうえ、当社

所定の方法にてお申込みいただき、当社が承諾

した場合に「らくらくネット情報便」をご利用

いただけます。 

なお、お客様は、この約款第２条に基づく対

象書面及び第３条に定めるインターネット照会

サービスについて、「らくらくネット情報便」を

包括的に申込むものとします。 

 

 

 

（２）「らくらくネット情報便」をご利用いただけ

るお客様は、次の①から③すべてに該当する日

本国内に居住する個人および国内法人に限らせ

ていただきます。 

①保護預り口座や振替決済口座など証券取引等

を行うために必要な口座をご開設いただいて

いること（個人のお客様は証券総合口座をご

開設いただいていること） 

②メールアドレスをご登録いただくこと 

③通信の方法、通信機器等が当社の定めるもの

であること 

（３）「らくらくネット情報便」は（２）①の手続

き終了後ご利用いただけます。 

（４）通信機器およびこれに付随する諸費用はお

客様のご負担となります。 

 

第 ５ 条 ソフトウェアの配布およびそのご利

用制限 

用に係るコンピューター等とを電気通信回線等

で接続した情報処理システムをいいます。）を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法（以下「電磁的方法」といいます。）により、

お客様に提供するサービス（お客様から電磁的

方法により受入れる場合を含みます。）及び第３

条で規定するオンライン照会サービス（以下２

つのサービスを合わせ、「らくらくネット情報

便」といいます。）について、お客様と当社との

間の権利義務関係を明確にすることを目的とす

るものです。 

 

第 ３ 条 オンライン照会サービス 

 「らくらくネット情報便」の契約により、当社

が定める範囲内でオンライン照会サービスが利

用できます。 

  なお、オンライン照会サービス内容の変更等

については、当社ホームページへの掲載により

お客様にお知らせします。 

 

第 ４ 条 お申込方法 

  お客様が「らくらくネット情報便」を申込む

場合は、この約款の内容を承諾のうえ、当社所

定の申込書又は当社ホームページからリンクす

る「らくらくネット情報便」の申込画面から申

込むものとします。「らくらくネット情報便」に 

関する契約は、当社がお客様の当該お申込を承

諾したときに成立するものとします。 

  なお、お客様は、この約款第２条に基づく対

象書面及び第３条に定めるオンライン照会サー

ビスについて、「らくらくネット情報便」を包括

的に申込むものとします。 

 

（ 新  設 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 
 

 

（ 新  設 ） 
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（１）当社は「らくらくネット情報便」の利用に

あたり、当社が別途定めるソフトウェアを配付

する場合があります。 

  なお、ソフトウェア（プログラムおよびデー

タの一部または全部を含む）に関する著作権、

知的所有権その他一切の権限はその権限者に帰

属します。従いまして、お客様は第三者に譲渡、

質入れまたは貸与することはできません。また、

「らくらくネット情報便」に係るソフトウェア

（プログラムおよびデータの一部または全部を

含む）を複製または加工することはできません。 

（２）前項に反すると当社が判断した場合、予め

お客様に通知することなく、お客様への「らく

らくネット情報便」の提供を中止させていただ

く場合があります。 

 

第 ６ 条 サービス内容の変更 

当社はお客様に通知することなく、「らくら

くネット情報便」で提供するサービス内容およ

びその他のソフトウェアのバージョンを変更す

ることがあります。また、それにより生じたお

客様の損害については、その責を負わないもの

とします。 

 

第 ７ 条 ご利用時間 

  「らくらくネット情報便」をご利用いただけ

る時間は、当社が別途定める時間の範囲内とし

ます。 

 

第 ８ 条 パスワードの使用 

（１）「らくらくネット情報便」は予め設定された

パスワードの一致をもって、ご利用いただける

ものとします。 

（２）お客様が「らくらくネット情報便」をご利

用するにあたり、予めお届出いただいている住

所宛に仮パスワードを郵送します。 

 

第 ９ 条 パスワードの管理 

（１）パスワード等は、お客様ご自身の責任にお

いて、厳重な管理が必要となります。 

（２）お客様がパスワード等を失念、または規定

回数以上の誤入力が行われた場合、一時的にご

利用ができなくなります。ご利用の再開には当

社所定の手続きにより、原則、お客様自ら確認

（※）いただくか、お届出いただいている住所

宛に仮パスワードを郵送します。また、当社は、

お客様のお取引の安全を確保するため、電話等

でのパスワード等の問合せにはお答えしないこ

ととします。 

  ※お客様自ら確認いただくためには、事前に

当社所定の設定を行っていただく必要がありま

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 
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す。 

第 １０ 条 対象書面の交付 

「らくらくネット情報便」による対象書面の交

付は、当社ホームページからリンクするサイト

（パスワード等の入力後に表示されるお客様

の専用ページ。２０２３年１月６日以前の対象

書面の専用ページは「電子交付サービス過去分

照会」となり、２０２３年１月１０日以降の対

象書面の専用ページは「電子交付サービス」と

なります。以下「お客様ファイル」といいます。）

に、ＰＤＦ形式により記載事項を掲載すること

により、紙媒体による書面の交付に代えるもの

とします。 

  当社は、対象書面をお客様ファイルに新たに

掲載した場合は、「らくらくネット情報便」に登

録されているお客様のメールアドレスに新たな

対象書面を掲載した旨を通知するものとしま

す。 

  また、お客様は、当社が提供するＰＤＦファ

イルの閲覧及び印刷を行うことができるＰＤＦ

閲覧ソフト（※）を使用するものとします。対

象書面は、お客様ファイルに掲載した日から５

年間（法定交付書面のみ）、閲覧及びダウンロー

ド並びにプリンター等による紙媒体への出力を

可能とし、当社からお客様への紙媒体による対

象書面の交付は停止します。ただし、当社が必

要と判断した場合及びお客様が紙媒体による交

付を希望する場合は、紙媒体による交付を行う

ものとします。（※「らくらくネット情報便」の

画面上からダウンロードが可能です。） 

 

第 １１ 条 対象書面の受入れ 

（ 現行どおり ） 

 

第 １２ 条 「らくらくネット情報便」の変更 

  当社は、あらかじめ当社ホームページ等によ

り変更内容を通知した場合は、「らくらくネッ

ト情報便」による対象書面の交付方法及び形式

等を変更することができるものとします。 

 

 

第 １３ 条 「らくらくネット情報便」の停止 

 （ 現行どおり ） 

 

第 １４ 条 対象書面の郵送等による交付 

  法令・諸規則の変更・監督官庁の指示又は当

社が必要と認めた場合、対象書面（既に掲載済

みの対象書面を含みます。）を郵送等により交付

することがあります。 

  また、この場合、郵送等により交付した対象

書面について、事後的に、「らくらくネット情報

 

第 ５ 条 対象書面の交付 

「らくらくネット情報便」による対象書面の交

付は、当社ホームページからリンクするサイト

（ログインＩＤ・パスワードの入力後に表示さ

れるお客様の専用ページ。以下「お客様ファイ

ル」といいます。）に、ＰＤＦ形式又はＨＴＭ

Ｌ形式により記載事項を掲載することにより、

紙媒体による書面の交付に代えるものとしま

す。 

  当社は、対象書面をお客様ファイルに新たに

掲載した場合は、「らくらくネット情報便」に登

録されているお客様のメールアドレスに新たな

対象書面を掲載した旨を通知するものとしま

す。（お客様が、新たに掲載された対象書面の閲

覧等を行ったことを当社が確認している場合

は、当該通知を行わない場合があります。） 

  また、お客様は、当社が提供するＰＤＦファ

イルの閲覧及び印刷を行うことができるＰＤＦ

閲覧ソフト（※）を使用するものとします。対

象書面は、お客様ファイルに掲載した日から少

なくとも５年間（法定交付書面のみ）、閲覧及び

ダウンロード並びにプリンター等による紙媒体

への出力を可能とし、当社からお客様への紙媒

体による対象書面の交付は停止します。ただし、

当社が必要と判断した場合及びお客様が紙媒体

による交付を希望する場合は、紙媒体による交

付を行うものとします。（※「らくらくネット情

報便」の画面上からダウンロードが可能です。） 

 

第 ６ 条 対象書面の受入れ 

（ 省  略 ） 

 

第 ７ 条 「らくらくネット情報便」の変更 

  当社は、あらかじめ当社ホームページへの掲

載又は電子メール等によりお客様に変更内容を

通知した場合は、「らくらくネット情報便」によ

る対象書面の交付方法及び形式等を変更するこ

とができるものとします。 

 

第 ８ 条 「らくらくネット情報便」の停止 

 （ 省  略 ） 

 

第 ９ 条 対象書面の郵送交付 

法令・諸規則の変更・監督官庁の指示又は当

社が必要と認めた場合、対象書面（既に掲載済

みの対象書面を含みます。）を郵送等により交

付することがあります。 

  また、この場合、郵送等により交付した対象

書面について、事後的に、「らくらくネット情報
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便」による提供は行いません。 

第 １５ 条 届出事項の変更 

お客様は、「らくらくネット情報便」のメール

アドレス等の申込内容に変更があった場合に

は、当社所定の手続きにより当該変更内容につ

いて、速やかに当社に届け出るものとします。 

 

第 １６ 条 確認事項 

（１）「らくらくネット情報便」により交付された

対象書面について、当社はお客様に代わって対

象書面を印刷してお客様へ交付は行いません。 

（２） 「らくらくネット情報便」の電磁的方法に

よりお客様に提供するサービス「電子交付サー

ビス」をご利用いただくためのセキュリティコ

ードについて、「らくらくネット情報便」ログイ

ンパスワードと同一の文字列を設定することは

できません。なお、新たに「らくらくネット情

報便」を契約されるお客様については、当社に

て仮のセキュリティコードを付与します。また、

セキュリティコード等を失念、または規定回数

以上の誤入力が行われた場合、一時的に利用が

できなくなります。利用の再開には、当社所定

の手続きを行っていただいた後、当社にてパス

ワード等の再設定等を行います。 

（３） ２０２３年１月６日時点で「らくらくネッ

ト情報便」を契約されているお客様は、２０２

３年１月６日までの取引等に関する対象書面つ

いて、「らくらくネット情報便」の電磁的方法に

よりお客様に提供するサービス「電子交付サー

ビス過去分照会」により提供します。 

（４） 前項「電子交付サービス過去分照会」をご

利用いただくためのログインパスワードを失

念、または規定回数以上の誤入力が行われた場

合は、一時的に「電子交付サービス過去分照会」

が利用できなくなります。利用の再開には、当

社所定の手続きにより、お客様の本人確認を行

った後に行います。なお、「電子交付サービス過

去分照会」をご利用いただくためのログインパ

スワードは、「らくらくネット情報便」ログイン

パスワードと別に管理されます。 

（５）２０２３年１月６日時点で「らくらくネッ

ト情報便」を契約されているお客様は、新たに

開始される「電子交付サービス」の申込みにつ

いて承諾を行ったものとして取扱います。 

 

第 １７ 条 契約の解除 

  次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、

「らくらくネット情報便」の契約は解除される

ものとします。 

 

便」による提供を行わない場合があります。 

第 １０ 条 届出事項の変更 

お客様は、「らくらくネット情報便」の申込内

容に変更があった場合には、当社所定の手続き

により当該変更内容について、速やかに当社に

届け出るものとします。 
 

第 １１ 条 確認事項 

（１）「らくらくネット情報便」により交付された

対象書面について、紙媒体による交付を行う場

合には別途手数料をいただく場合があります。 

（２）「らくらくネット情報便」のログインＩＤ・

パスワードについて、規定回数以上の誤入力が

行われた場合は、「らくらくネット情報便」の利

用を停止します。当該停止の解除は、当社所定

の手続きにより、お客様の本人確認を行った後

に行います。     

 

 

 

 

 

 

 

（３）「らくらくネット情報便」のログインＩＤ・

パスワードを失念した場合における当社からお

客様へのログインＩＤ・パスワードの通知につ

いては、当社所定の手続きにより、当社所定の

方法により行います。なお、当該手続きについ

ては、一定の期間を要します。 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

 

第 １２ 条 契約の解除 

  次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、

「らくらくネット情報便」の契約は解除される

ものとします。また、当該契約が解除され、お

客様から「らくらくネット情報便」による対象
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（１）お客様が当社所定の方法により「らくらく

ネット情報便」の利用中止の申し出を行い、当

社がこれを確認した場合、「らくらくネット情

報便」の利用は終了します。また、電子交付サ

ービスの契約が終了した場合には、関連する「ら

くらくネット情報便」も終了するものとします。

なお、「らくらくネット情報便」の終了にあたっ

ては、既に電磁的方法により提供を行った対象

書面について、お客様より消去する指示があっ

たものとみなし、当社は記載事項を消去するこ

とがあります（お客様が必要な対象書面は、利

用終了の申し出までに、書面の印刷・ファイル

の保存などを行ってください）。 

（２）お客様が保護預り口座や振替決済口座など

を解約し、当社との証券取引等を終了する場合、

上記（１）と同様に「らくらくネット情報便」

は終了します。なお、「らくらくネット情報便」

の終了にあたっては、既に電磁的方法により提

供を行った対象書面について、お客様より消去

する指示があったものとみなし、当社は記載事

項を消去することがあります（お客様が必要な

対象書面は、利用終了の申し出までに、書面の

印刷・ファイルの保存などを行ってください）。 

（３）次に掲げるいずれかの事由により、当社が

「らくらくネット情報便」の契約解除を申し出

た場合、お客様ファイルに掲載している対象書

面について、紙媒体等による交付を行い、対象

書面の掲載を中止する場合があります。 

 ①～⑥   （ 現行どおり ） 

 

第 １８ 免責事項 

当社は、次に掲げる事由により生じるお客様

の損害について、免責されるものとします。 

①～②    （ 現行どおり ） 

 ③第１２条に基づく変更により生じた損害 

 ④第１３条に基づく停止により生じた損害 

 ⑤第１４条に基づく郵送等による交付により生

じた損害 

 ⑥第１５条に基づく変更の遅延等により生じた

損害 

 ⑦お客様がパスワード等の管理を怠ったことに

起因するお客様ファイル内容の漏洩等によ

り生じた損害 

書面の掲載を中止する旨の指図があった場合、

お客様ファイルに掲載している対象書面の掲載

を中止します。 

（１）お客様が当社所定の方法により「らくらく

ネット情報便」の利用中止の申し出を行い、当

社がこれを確認した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）お客様の保護預り口座及び振替決済口座が

閉鎖された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）次に掲げるいずれかの事由により、当社が

「らくらくネット情報便」の契約の解除を申し

出た場合。（お客様ファイルに掲載している対

象書面について、紙媒体等による交付を行い、

対象書面の掲載を中止する場合があります。） 

 ①～⑥   （ 省  略 ） 

 

第 １３ 条 免責事項 

当社は、次に掲げる事由により生じるお客様

の損害について、免責されるものとします。 

①～②   （ 省  略 ） 

 ③第７条に基づく変更により生じた損害 

 ④第８条に基づく停止により生じた損害 

 ⑤第９条に基づく郵送交付により生じた損害 

  

⑥第１０条に基づく変更の遅延等により生じた

損害 

 ⑦お客様がＩＤ・パスワード等の管理を怠った

ことに起因するお客様ファイル内容の漏洩

等により生じた損害 
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⑧    （ 現行どおり ） 

 

第 １９ 条 準拠法・合意管轄 

（ 現行どおり ） 

 

第 ２０ 条 岡三にいがた証券の証券総合取引

約款等の適用 

本約款に定めがないときは、「岡三にいがた

証券の証券総取引約款」等によるものとします。 

 

第 ２１ 条 約款の変更 

この約款は、法令の変更・監督官庁の指示又

は当社が必要と認めたときに、民法第548条の4

の規定に基づき改定されることがあります。改

定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来するまで

にインターネット又はその他相当の方法により

周知します。 

以 上 

⑧     （ 省  略 ）  

 

第 １４ 条 準拠法・合意管轄 

       （ 省  略 ） 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

 

第 １５ 条 約款の変更 

この約款は、法令の変更・監督官庁の指示又

は当社が必要と認めた場合は、お客様に通知す

ることなく変更することがあります。 

 

 

 

 

以 上 

 

以 上 


